
規 則

　職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年２月２日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第１号

　　　職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　職員の給与に関する条例施行規則（昭和31年規則第39号）の一部を次のように改正する。

　第５条の２の２第１項第２号中「100分の３」を「100分の４」に改める。

　第13条第１項第１号中「6,100円」を「6,400円」に改め、同項第２号及び第３号中「5,300円」を「5,600円」に改

め、同項第４号中「4,400円」を「4,700円」に改める。

　　　附　則

１　この規則は、令和８年２月20日から施行する。ただし、第５条の２の２第１項第２号の改正規定は、同年４月１

日から施行する。

２　改正後の第13条第１項各号の規定は、令和７年４月１日から適用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年２月２日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第２号

　　　初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則

初任給調整手当に関する規則（昭和36年規則第27号）の一部を次のように改正する。

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。

別表第１（第６条関係）

職員の区分

期間の区分
１項職員 ２項職員 ３項職員

円 円 円

１年未満 310,800 52,100 51,300

１年以上２年未満 310,800 52,100 48,300

２年以上３年未満 310,800 52,100 45,300

３年以上４年未満　 310,800 52,100 42,300

４年以上５年未満 310,800 52,100 39,300

５年以上６年未満 310,800 52,100 36,300
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６年以上７年未満 310,800 50,300 33,300

７年以上８年未満 310,800 48,500 30,300

８年以上９年未満 310,800 46,700 27,300

９年以上10年未満 310,800 44,900 24,300

10年以上11年未満 310,800 43,100 20,800

11年以上12年未満 310,800 41,300 17,300

12年以上13年未満 310,800 39,500 13,800

13年以上14年未満 310,800 37,700 10,300

14年以上15年未満 310,800 36,300 6,800

15年以上16年未満 310,800 34,900

16年以上17年未満 307,500 33,500

17年以上18年未満 304,200 32,100

18年以上19年未満 300,900 30,700

19年以上20年未満 297,600 29,300

20年以上21年未満 294,300 27,900

21年以上22年未満 283,300 27,300

22年以上23年未満 271,300 26,700

23年以上24年未満 258,800 25,700

24年以上25年未満 246,300 25,100

25年以上26年未満 233,800 24,500

26年以上27年未満 218,300 23,900

27年以上28年未満 202,800 23,300

28年以上29年未満 187,300 22,500

29年以上30年未満 171,800 22,200

30年以上31年未満 155,300 21,800

31年以上32年未満 138,800 21,200

32年以上33年未満 122,300 20,300

33年以上34年未満 104,300 19,400

34年以上35年未満 86,300 18,700

　別表第２中備考以外の部分を次のように改める。

別表第２（第７条の２関係）

職員の区分

期間の区分
２項職員 ３項職員

　 円 円

１年未満 36,500 35,900

１年以上２年未満 36,500 33,800

２年以上３年未満 36,500 31,700

３年以上４年未満 36,500 29,600

４年以上５年未満 36,500 27,500

５年以上６年未満 36,500 25,400

６年以上７年未満 35,200 23,300

７年以上８年未満 34,000 21,200

８年以上９年未満 32,700 19,100

９年以上10年未満 31,400 17,000

10年以上11年未満 30,200 14,600

11年以上12年未満 28,900 12,100

12年以上13年未満 27,700 9,700
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13年以上14年未満 26,400 7,200

14年以上15年未満 25,400 4,800

15年以上16年未満 24,400

16年以上17年未満 23,500

17年以上18年未満 22,500

18年以上19年未満 21,500

19年以上20年未満 20,500

20年以上21年未満 19,500

21年以上22年未満 19,100

22年以上23年未満 18,700

23年以上24年未満 18,000

24年以上25年未満 17,600

25年以上26年未満 17,200

26年以上27年未満 16,700

27年以上28年未満 16,300

28年以上29年未満 15,800

29年以上30年未満 15,500

30年以上31年未満 15,300

31年以上32年未満 14,800

32年以上33年未満 14,200

33年以上34年未満 13,600

34年以上35年未満 13,100

　　附　則

　この規則は、令和８年２月20日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和７年４月１日

から適用する。

公 営 企 業 管 理 規 程 　　　　

　金沢市企業局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和８年２月２日

金沢市公営企業管理者　　松　　　田　　　滋　　　人

◉金沢市公営企業管理規程第１号

　　　金沢市企業局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

　金沢市企業局職員の給与に関する規程（昭和52年公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

　第８条第１項中「5,300円」を「5,600円」に改め、同条第２項中「2,650円」を「2,800円」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、令和８年２月20日から施行し、改正後の金沢市企業局職員の給与に関する規程（以下「改正後の規

程」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。

２　改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の金沢市企業局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給

された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

病 院 事 業 管 理 規 程

金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和８年２月２日

金沢市病院事業管理者　　髙　　　田　　　重　　　男

◉金沢市病院事業管理規程第１号

　　　金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
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　金沢市立病院職員の給与に関する規程（平成25年病院事業管理規程第10号）の一部を次のように改正する。

　第７条第１項第１号中「21,000円」を「22,500円」に、「別表第１」を「別表第３」に、「12,600円」を「13,600円」

に改め、同項第２号中「6,100円」を「6,400円」に改める。

　別表第３中「第４条」の次に「、第７条」を加える。

　　　附　則

１　この規程は、令和８年２月20日から施行し、改正後の金沢市立病院職員の給与に関する規程（以下「改正後の規

程」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。

２　改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の金沢市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給

された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。
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